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○高松市屋外広告物条例施行規則（平成１１年２月２５日規則第７号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高松市屋外広告物条例（平成１０年高松市条例第５０号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （許可の申請） 

第２条 条例第５条、第７条第３項若しくは第４項又は第１０条第３項の規定

による許可を受けようとする者は、正副２通の屋外広告物許可申請書（様式

第１号）に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、

市長がその必要がないと認める場合は、添付図書の一部又は全部を省略する

ことができる。 

 (１) 広告物又は掲出物件（以下「広告物等」という。）を表示し、又は設置

する場所の位置を明らかにした図及びその付近の状況を示すカラー写真 

 (２) 広告物等の形状、面積、寸法、色彩、意匠、素材、位置、構造その他

表示又は設置の方法を明らかにした仕様書及び図面（照明装置又は特殊装

置を伴うものにあってはその概要を明らかにしたもの、はり紙にあっては

当該はり紙又はその見本を含む。） 

 (３) 条例第１３条第３項の規定により資格を有する管理者を置かなければ

ならない場合にあっては、当該管理者の資格を証する書面 

 (４) 広告物等を表示し、又は設置しようとする土地又は建築物等が他人の

所有又は管理に属するものである場合にあっては、その所有者又は管理者

の承諾があったことを証する書面 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （景観保全型広告整備地区に関する届出） 

第３条 条例第６条第６項の規定による届出は、屋外広告物設置届（様式第２

号）によらなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の屋外広告物設置届を提出する場合について準用する。 

 （適用除外の基準等） 

第４条 条例第７条第１項第５号の規則で定める基準は、広告表示面積が２㎡

以下のものとする。ただし、蛍光塗料を使用したものは、当該基準に適合し

ないものとする。 

２ 条例第７条第１項第６号の規則で定めるもの及び規則で定める基準は、次

のとおりとする。 

公益上必要な施設又は物件 基    準 

ベ ン チ 広告表示面積 ５００ 以下 

公 衆 用 ご み 容 器 広告表示面積 ３００ 以下 

防 犯 灯 等 広告表示面積 ３００ 以下 

 

（参 照） 
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３ 条例第７条第２項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

広告物等の種類 基    準 

立看板その他これ

に類するもの、広告

幕、はり紙、はり札

その他これに類す

るもの又は広告旗 

それぞれの種類に係る第８条第１項の規定による

許可の基準に適合するものであること。 

上欄に掲げる種類

以外の広告物等 

次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各

号に掲げる基準 

(１) 条例第３条の規定による禁止地域等に表示

し、又は設置する広告物等 一の敷地における

広告表示面積の合計が１０㎡以下で、かつ、第

５項の規定による許可の基準に適合するもので

あること。 

(２) 条例第５条の規定による許可地域に表示

し、又は設置する広告物等 一の敷地における

広告表示面積の合計が３０㎡以下で、かつ、第

８条第１項の規定による許可の基準に適合する

ものであること。 

４ 条例第７条第２項第５号の規則で定める基準は、工事の期間中に限り表示

されるもので、周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されていないもの

とする。 

５ 条例第７条第３項の規定により許可を受けて表示し、又は設置することが

できる広告物等の条例第１２条第１項の規定による許可の基準は、別表第１

のとおりとする。この場合において、蛍光塗料を使用したものは、許可しな

い。 

６ 条例第７条第４項の規定により許可を受けて表示し、又は設置することが

できる広告物等の条例第１２条第１項の規定による許可の基準は、広告表示

面積が５㎡以下のもので良好な景観又は風致を特に損なわず、かつ、公衆に

対し危害を及ぼさないものとする。 

７ 条例第７条第５項の規則で定める基準は、当該広告物等に係る第８条第１

項の規定による許可の基準に適合するもので、当該広告物等を表示し、若し

くは設置する者又は管理する者の氏名又は名称及びその連絡先が明示され、

かつ、当該広告物等の表示又は設置についてその場所又は施設の管理者等の

承諾を得ているものとする。 

８ 第１項ただし書の規定は第２項から第４項までに規定する基準について、

第５項後段の規定は第６項に規定する許可の基準について準用する。 

（許可の期間） 

（参 照） 
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第５条 条例第１０条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の許

可の期間は、次のとおりとする。 

広 告 物 等 の 種 類 許可の期間 

はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告幕、気球広告

その他これらに類する簡易なもの 
６０日以内 

上欄に掲げる種類以外の広告物等  ３年以内 

２ 条例第１０条第３項の規則で定める広告物又は掲出物件は、条例第４条第

２項に規定する広告物又は掲出物件とする。 

 （変更等の許可の申請） 

第６条 条例第１１条第１項の規定による変更又は改造の許可を受けようとす

る者は、正副２通の屋外広告物変更等許可申請書（様式第３号）を市長に提

出しなければならない。 

２ 前項の屋外広告物変更等許可申請書には、第２条各号に掲げる図書のうち、

当該変更等に関する事項を明らかにしたものを添付しなければならない。 

 （軽微な変更又は改造） 

第７条 条例第１１条第１項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次のとお

りとする。 

 (１) 補強すること。 

 (２) 部材を取り替えること（材質を変更することを含む。）。 

 (３) 形状、色彩、模様、大きさ等を変えない塗り替えをすること。 

 (４) 掲出物件の形状及び位置を変更することなく、広告幕の定期的な変更

を行うこと。 

 (５) その他市長が軽微な変更又は改造と認めるもの 

 （完了等の届出） 

第７条の２ 条例第５条、第７条第３項若しくは第４項又は第１１条第１項の

規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了し、又は中止した

ときは、遅滞なく、屋外広告物表示・設置完了（中止）届（様式第３号の２）

に当該広告物等のカラー写真を添付して、市長に提出しなければならない。 

 （許可の基準） 

第８条 条例第１２条第１項の許可の基準（条例第７条第３項及び第４項の許

可に係るものを除く。）は、別表第２のとおりとする。 

２ 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物等は、広告表示面積が５

㎡以下のもので、良好な景観又は風致を特に損なわず、かつ、公衆に対し危

害を及ぼさないものについては、前項の規定にかかわらず、許可することが

できる。 

 （許可証等） 

第９条 市長は、条例第５条、第７条第３項若しくは第４項、第１０条第３項

又は第１１条第１項の許可をするときは、第２条の屋外広告物許可申請書又 

（参 照） 
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は第６条第１項の屋外広告物変更等許可申請書の副本に許可証票（様式第４

号）を添えて申請者に交付するものとする。ただし、はり紙等の広告物につ

いては、許可証票の交付に代え、当該広告物に許可証印（様式第５号）を押

印するものとする。 

 （許可の表示） 

第１０条 条例第１２条の２の規定による表示は、前条本文の規定により交付

を受けた許可証票に係る広告物等にあっては当該許可証票を許可物件又はそ

の他見やすい場所に掲示することにより、同条ただし書の規定により押印を

受けた許可証印に係る広告物にあっては当該許可証印を表示することにより

行わなければならない。 

 （管理者の設置を要しない広告物等） 

第１１条 条例第１３条第２項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件

は、許可の期間が１年以下であるものとする。 

 （資格を有する管理者の設置を要する広告物等） 

第１１条の２ 条例第１３条第３項の規則で定める広告物又は掲出物件は、広

告表示面積が３０平方メートルを超えるもの又は地上から当該広告物等の上

端までの高さが４メートルを超えるもので、許可の期間が１年を超えるもの

とする。 

２ 条例第１３条第３項の規則で定める資格は、条例第２５条第１項各号のい

ずれかに該当することとする。 

（点検） 

第１１条の３ 条例第１３条の２第１項の規則で定める広告物又は掲出物件

は、条例第７条第１項各号、第２項第２号から第５号まで、又は第５項の規

定により条例第５条の規定が適用されないもの及び第５条に規定する許可

の期間が６０日以内であるものとする。 

２ 条例第１３条の２第２項の規則で定める広告物又は掲出物件は、広告表示

面積が３０平方メートルを超えるもの又は地上から当該広告物等の上端ま

での高さが４メートルを超えるもので、許可の期間が１年を超えるものとす

る。 

３ 条例第１３条の２第２項第２号の規則で定める者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(１) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する建築

士である者（以下「建築士」という。） 

(２) 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第２条第４項に規定する

電気工事士である者（以下「電気工事士」という。） 

(３) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条第１項に規定する

第１種電気主任技術者免状、第２種電気主任技術者免状又は第３種電気主

任技術者免状の交付を受けている者（以下「電気主任技術者」という。） 

(４) 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点 

（参 照） 
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検に関する技能講習会の課程を修了した者 

４ 条例第１３条の２第３項の規定による結果の報告は、条例第１０条第３項

の許可の申請を行う際に、次に掲げる書類を第２条の屋外広告物許可申請書

に添えて市長に提出することにより、行わなければならない。 

(１) 条例第１３条の２第１項の点検の結果を記載した書面 

(２) 当該点検を行った者が条例第１３条の２第２項各号のいずれかに該当

する者であることを証する書面（当該点検に係る広告物等が同項の規則で

定める広告物又は掲出物件である場合に限る。） 

 （除却及び滅失の届出） 

第１２条 条例第１４条第２項又は第１５条第３項の規定による届出は、屋外

広告物除却・滅失届（様式第６号）によらなければならない。 

 （管理者等の届出） 

第１３条 条例第１５条第１項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届

（様式第７号）によらなければならない。 

２ 条例第１５条第２項の規定による届出は、屋外広告物設置者・管理者変更

届（様式第８号）によらなければならない。 

３ 条例第１５条第４項の規定による届出は、屋外広告物設置者・管理者氏名

等変更届（様式第９号）によらなければならない。 

４ 第２条の屋外広告物許可申請書又は第６条第１項の屋外広告物変更等許可

申請書に当該広告物等を管理する者の氏名又は名称、住所等を記載して申請

した場合は、第１項の届出をしたものとみなす。 

 （違反広告物である旨の表示） 

第１４条 条例第１８条の規定による表示は、様式第１０号による表示書を当

該広告物等にはり付けることにより行うものとする。 

 （広告物等を返還する場合の手続等） 

第１５条 条例第２１条第１項の規則で定める受領書は、様式第１１号による

ものとする。 

２ 条例第２１条第２項に規定する費用の額は、次のとおりとする。 

 (１) はり札その他これに類するもの １枚につき２５０円 

 (２) 広告旗（これを支える台を含む。） １本につき４００円 

 (３) 立看板その他これに類するもの又はこれらの掲出物件（これらを支え

る台を含む。） １枚につき４００円 

 （更新の登録の申請期間） 

第１６条 条例第２３条第３項の規定により同項の更新の登録を受けようとす

る者は、登録の有効期間満了の日の９０日前から３０日前までの間に次条の

申請書を提出しなければならない。 

 （登録申請書） 

第１６条の２ 条例第２３条の２第１項に規定する申請書は、様式第１２号に

よるものとする。 

（参 照） 
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（添付書類） 

第１６条の３ 条例第２３条の２第２項に規定する書類は、次に掲げるものと

する。 

 (１) 屋外広告業の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）

が条例第２３条の４第１項各号のいずれにも該当しない者であることを誓

約する書面（様式第１２号の２。以下「誓約書」という。） 

 (２) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者（当該登録申請

者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であ

る場合にあっては、その法定代理人を含む。）に係る住民票の抄本又はこれ

に代わる書面 

 (３) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 

 (４) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第２５条第１項各号のいずれ

かに該当する者であることを確認することができる書類及び当該業務主任

者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の登録申請者又は業務主任者が、市内に住所を有し、住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）の適用を受ける者であるときは、住民票の抄本

又はこれに代わる書面を省略することができる。 

 （登録事項の変更の届出） 

第１６条の４ 条例第２３条の５第１項の規定による届出は、屋外広告業登録

事項変更届（様式第１４号）に次に掲げる書類を添付して行わなければなら

ない。 

 (１) 次のアからオまでに掲げる変更の区分に応じ、それぞれアからオまで

に掲げる書類 

  ア 条例第２３条の２第１項第１号に掲げる事項の変更 個人にあっては

住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書並

びに法人の代表者の氏名の変更にあっては、誓約書 

  イ 条例第２３条の２第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更 

を必要とする場合に限る。） 登記事項証明書 

  ウ 条例第２３条の２第１項第３号に掲げる事項の変更 誓約書及び前条

第３号に掲げる書類 

  エ 条例第２３条の２第１項第４号に掲げる事項の変更 誓約書及び前条

第２号に掲げる書類 

  オ 条例第２３条の２第１項第５号に掲げる事項の変更 前条第４号に掲

げる書類 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、条例第２３条の５

第２項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該届出をした

者に通知する。 

（参 照） 
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 （屋外広告業登録事項証明書の交付） 

第１６条の５ 条例第２３条の７の屋外広告業登録事項証明書は、様式第１４

号の２によるものとする。 

２ 屋外広告業登録事項証明書の交付を受けようとする屋外広告業者は、屋外

広告業登録事項証明書交付申請書（様式第１４号の３）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 （廃業等の届出） 

第１６条の６ 条例第２３条の８第１項の規定による届出は、屋外広告業廃業

等届（様式第１４号の４）により行わなければならない。 

 （講習会の開催の告示） 

第１７条 市長は、条例第２４条に規定する講習会（以下「講習会」という。）

を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時、開催の場所その他講

習会の開催に関して必要な事項を告示するものとする。 

 （講習会の受講手続） 

第１８条 講習会において講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講

申込書（様式第１５号）を市長に提出しなければならない。 

 （講習要目等） 

第１９条 講習会における講習要目は、次のとおりとする。 

 (１) 屋外広告物に関する法令、条例等に関する事項 

 (２) 屋外広告物の表示の方法に関する事項 

 (３) 屋外広告物の施工に関する事項 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、

前項第３号に掲げる講習要目の受講を免除するものとする。 

 (１) 建築士 

 (２) 電気工事士 

 (３) 電気主任技術者 

 (４) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づく職業訓練指

導員免許を受けた者又は法定職業訓練を修了した者であって、その職種又

は訓練科が帆布製品科又は帆布製品製造科に係るものであったもの 

３ 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ屋外広告物講習会の講習要目

の一部免除申請書（様式第１６号）に前項各号のいずれかに該当する者であ

ることを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、第２項の規定により講習要目の受講の免除を決定したときは、そ

の旨を申請者に通知するものとする。 

 （屋外広告物講習会修了証書の交付） 

第２０条 市長は、講習会の課程を修了した者に屋外広告物講習会修了証書（様

式第１７号）を交付するものとする。 

 （認定手続） 

第２１条 条例第２５条第１項第４号の規定による認定を受けようとする者 

（参 照） 
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は、認定申請書（様式第１８号）に履歴書及び講習会の課程を修了した者と

同等以上の知識を有することを証明する書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、認定書（様式第１９号）を申請者に交

付するものとする。 

 （標識の掲示） 

第２２条 条例第２５条の２の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (１) 営業所の名称 

 (２) 法人である場合は、その代表者の氏名 

 (３) 登録年月日 

 (４) 営業所に置かれている業務主任者の氏名 

２ 条例第２５条の２の標識は、様式第２０号によるものとする。 

 （帳簿の備付け等） 

第２３条 条例第２５条の３に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

 (１) 注文者の氏名又は名称及び住所 

 (２) 表示し、又は設置した広告物等に係る次に掲げる事項 

  ア 表示し、又は設置した場所及び年月日 

  イ 種類 

  ウ 数量 

  エ 形状、寸法その他参考となる事項 

２ 前項各号に掲げる事項が、電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）に

備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁 

気ディスク等」という。）に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所にお

いて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該

記録をもって条例第２５条の３に規定する帳簿への記載に代えることができ

る。 

３ 条例第２５条の３に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項

のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において単に「帳簿」という。）

は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 

４ 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉

鎖後５年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 

 （監督処分簿） 

第２４条 条例第２６条の３第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項と

する。 

 (１) 処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

 (２) 処分に係る営業所の名称及び所在地 

（参 照） 
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 (３) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号  

(４) 処分の根拠となる条例の条項等 

 (５) 処分の原因となった事実 

 (６) その他参考となる事項 

２ 屋外広告業者監督処分簿は、処分１件ごとに作成するものとし、その保存

期間は、それぞれ当該処分の日から５年間とする。 

 （登録簿等の閲覧） 

第２５条 条例第２３条の６及び第２６条の３第１項の規定による屋外広告業

者登録簿及び屋外広告業者監督処分簿（以下「登録簿等」という。）を閲覧に

供するため、高松市屋外広告業者登録簿等閲覧所（以下「閲覧所」という。）

を都市整備局都市計画課内に置く。 

２ 登録簿の閲覧時間は、高松市の休日を定める条例（平成元年高松市条例第

４号）第１条第１項各号に掲げる日を除き、午前８時３０分から午後５時ま

でとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿等の整理その他特に必要がある

と認める場合は、臨時に閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更する

ことができる。 

４ 登録簿等を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 (１) 登録簿等を閲覧所の外に持ち出さないこと。 

 (２) 登録簿等を汚し、又は破らないこと。 

 (３) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

５ 市長は、前項の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、

登録簿等の閲覧を停止し、又は拒否することができる。 

 （立入検査職員の身分証明書） 

第２６条 条例第２８条第２項に規定する身分を示す証明書は、様式第２１号

によるものとする。 

 （委任） 

第２７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

 （高松市都市景観条例施行規則の一部改正） 

２ 高松市都市景観条例施行規則（平成５年高松市規則第１３号）の一部を次

のように改正する。 

 （次のよう略） 

   附 則（平成１２年１２月２５日規則第７３号） 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月１０日規則第１８号） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項及び 

（参 照） 
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第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月２４日規則第１５号） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の高松市屋外広告物条例施行規則に規定する

様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

   附 則（平成１７年９月２２日規則第１２６号） 

 この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日規則第２１号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月２７日規則第２１号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の高松市屋外広告物条例施行規則に規定する

様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

   附 則（平成２４年３月３１日規則第３２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年９月２７日規則第４２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第７条の２の規定は、この規則の施行の日以後に条例第５条、第

７条第３項若しくは第４項又は第１１条第１項の規定による許可を受けた者

について適用する。 

 （準備行為） 

３ 市長は、この規則の施行前においても、改正後の別表第１備考１及び別表

第２備考１の規定の例により、禁止地域及び許可地域を定め、告示すること

ができる。 

 （高松市景観規則の一部改正） 

４ 高松市景観規則（平成２４年高松市規則第５２号）の一部を次のように改

正する。 

 （次のよう略） 

   附 則（平成３０年３月２８日規則第９号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２の改正規定及

び第１１条の２の次に１条を加える改正規定（第１１条の３第４項に係る部

分に限る。）及び次項の規定は、平成３０年１０月１日から施行する。 

（参 照） 
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２ 改正後の第１１条の３第４項の規定は、平成３０年１０月１日以後に高松

市屋外広告物条例（平成１０年高松市条例第５０号）第１０条第３項の許可

の申請を行う者について適用する。 

附 則（令和元年７月１日規則第７号） 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

 

（参 照） 
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別表第１（第４条関係）                【第１種～第２種禁止地域の許可基準】 

１ 広告板 

区 分 許  可  の  基  準 

第 １ 種 

禁止地域 

(１) 広告表示面積は、１面につき１０㎡以下で、かつ、合計２０㎡以下であること。 

(２) 高さは、１０ｍ以下であること。 

(３) 日本産業規格Ｚ８７２１に規定する彩度（以下「彩度」という。）８を超える色彩

を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。 

第 ２ 種 

禁止地域 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下（都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に掲げる近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域（以下「商業・工業系地域」という。）

にあっては、１面につき２５㎡以下で、かつ、合計５０㎡以下）であること。 

(２) 高さは、１２ｍ以下（商業・工業系地域にあっては、１５ｍ以下）であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以

下であること。 

２ 建築物等を利用する広告物等 

区 分 許  可  の  基  準 

屋

上

広

告 

第 １ 種 

禁止地域 

(１) 広告表示面積は、２０㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。 

第 ２ 種 

禁止地域 

(１) 広告表示面積は、２００㎡以下（商業・工業系地域にあっては、４００㎡以

下）であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。 

壁

面

広

告 

第 １ 種 

禁止地域 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、１０㎡

以下であること。 

(２) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。 

第 ２ 種 

禁止地域 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、３０㎡

以下（商業・工業系地域に あっては、５０㎡以下）であること。 

(２) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。 

突

出

し

広

告 

第 １ 種 

禁止地域 

及 び 

第 ２ 種 

禁止地域 

(１) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、４．５ｍ以上（歩道上に突き出

す場合は、２．５ｍ以上）であること。 

(２) 路端からの出幅は、０．６ｍ以下（歩道上に突き出す場合で、市長が特にや

むを得ないと認めるときは、１ｍ以下）であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。 
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備 考 

１ 第１種禁止地域及び第２種禁止地域については、市長が別に定めて告示する。 

２ 電光可変表示装置（発光ダイオードその他の光源を利用して、映像その他の表示の内容を常時変

化することができる装置をいう。以下同じ。）を使用する広告物である場合におけるこの表の適用

については、当該広告物のうち電光可変表示装置に係る部分の面積に３を乗じて得た面積に当該広

告物のうち電光可変表示装置以外の部分の面積を加えて得た面積をもって、当該広告物の広告表示

面積とする。 

３ 広告物等の種類ごとの用語の解釈は、次のとおりとする。 

種  類 解       釈 

広 告 板 木製、金属製等のもので、土地に建てられ、又は建築物若しくは工作物に取り付け

られるものをいう。 

屋 上 広 告 建築物又は工作物の屋上に表示するものをいう。 

壁 面 広 告 建築物又は工作物の外壁面に表示するもの（外壁面から突き出すものを除く。）を

いう。 

突出し広告 建築物又は工作物の外壁面から突き出して表示するものをいう。 
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別表第２（第８条関係）                【第１種～第５種許可地域の許可基準】 

１ 広告板 

区分 種 別 許  可  の  基  準 

第 

１ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき２．５㎡以下で、かつ、合計５㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、３ｍ以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 案内用広告物であること。 

自家用

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、１２ｍ以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。 

第 

２ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、５ｍ以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、こ

の限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(５) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、案内用広告

物である場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、１２ｍ以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、こ

の限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき１０㎡未満で、かつ、合計２０㎡未満であるこ

と。 

イ 高さは、１０ｍ未満であること。 

第 

３ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、５ｍ以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、案内用広告

物である場合は、この限りでない。 
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１ 広告板（続き） 

区分 種 別 許  可  の  基  準 

 自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、１２ｍ以下であること。 

第 

４ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、５ｍ以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、こ

の限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(５) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、都市計画法

第８条第１項第１号に掲げる商業地域（以下「商業地域」という。）に表示し、又

は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき２５㎡以下で、かつ、合計５０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、１５ｍ以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、こ

の限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき１０㎡未満で、かつ、合計２０㎡未満であるこ

と。 

イ 高さは、１０ｍ未満であること。 

第 

５ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき１５㎡以下で、かつ、合計３０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、５ｍ以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に

表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限り

でない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１面につき２５㎡以下で、かつ、合計５０㎡以下であるこ

と。 

(２) 高さは、１５ｍ以下であること。 
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２ 建築物等を利用する広告物等 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

屋 

上 

広 

告 

第 

１ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 
広告物等の表示又は設置を許可しない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、２００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。 

第 

２ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、２００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 地上から当該広告物等の上端までの高さは２０ｍ以下であること。 

(４) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(５) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であ

ること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(６) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、地上

から当該広告物等の下端までの高さが１５ｍ以上である場合又は案内用広

告物である場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、２００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき１０㎡未満で、かつ、合計２０㎡未満で

あること。 

イ 高さは、１０ｍ未満であること。 

第 

３ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、２００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、地上

から当該広告物等の下端までの高さが１５ｍ以上である場合又は案内用広

告物である場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、２００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 
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２ 建築物等を利用する広告物等（続き） 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

屋 

上 

広 

告 

第 

４ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、４００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であ

ること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(５) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業

地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下

端までの高さが 

１５ｍ以上である場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、４００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき１０㎡未満で、かつ、合計２０㎡未満で

あること。 

イ 高さは、１０ｍ未満であること。 

第 

５ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、４００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業

地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下

端までの高さが１５ｍ以上である場合又は案内用広告物である場合は、こ

の限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) 広告表示面積は、４００㎡以下であること。 

(２) 高さは、建築物の高さの３分の２以下であること。 
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２ 建築物等を利用する広告物等（続き） 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

壁 

面 

広 

告 

第 

１ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

２．５㎡以下であること。 

(２) 地上から当該広告物等の上端までの高さは、１２ｍ以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 案内用広告物であること。 

自家用 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

３０㎡以下であること。 

(２) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。 

第 

２ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

３０㎡以下であること。 

(２) 地上から当該広告物等の上端までの高さは、１２ｍ以下であること。 

(３) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(４) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であ

ること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(５) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、案内

用広告物である場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

３０㎡以下であること。 

(２) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき１０㎡未満で、かつ、合計２０㎡未満で

あること。 

イ 高さは、１０ｍ未満であること。 

第 

３ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

３０㎡以下であること。 

(２) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(３) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、地上

から当該広告物等の下端までの高さが１５ｍ以上である場合又は案内用広

告物である場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

３０㎡以下であること。 



83 

 

２ 建築物等を利用する広告物等（続き） 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

壁 

面 

広 

告 

第 

４ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

５０㎡以下であること。 

(２) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(３) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であ

ること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(４) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業

地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下

端までの高さが１５ｍ以上である場合又は案内用広告物である場合は、こ

の限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

５０㎡以下であること。 

(２) 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の

２分の１以下であること。ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき１０㎡未満で、かつ、合計２０㎡未満で

あること。 

イ 高さは、１０ｍ未満であること。 

第 

５ 

種 

許 

可 

地 

域 

一 般 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

５０㎡以下であること。 

(２) 他の一般広告物との距離は、５ｍ以上であること。 

(３) 信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業

地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広告物等の下

端までの高さが１５ｍ以上である場合又は案内用広告物である場合は、こ

の限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) １面の広告表示面積は、表示する面の面積の２分の１以下で、かつ、

５０㎡以下であること。 
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２ 建築物等を利用する広告物等（続き） 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

突 

出 

し 

広 

告 

一 般 

広告物 

(１) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、４．５ｍ以上（歩道上に

突き出す場合は２．５ｍ以上）であること。 

(２) 路端からの出幅は、０．６ｍ以下（歩道上に突き出す場合で、市長が

特にやむを得ないと認めるときは、１ｍ以下）であること。 

(３) 第１種許可地域又は第２種許可地域においては、地上から当該広告物

等の上端までの高さは、１２ｍ以下であること。 

(４) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(５) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩

を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。

ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であ

ること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(６) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地

域においては、信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。た

だし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合、地上から当該広

告物等の下端までの高さが１５ｍ以上である場合又は案内用広告物である

場合は、この限りでない。 

自家用 

広告物 

(１) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、４．５ｍ以上（歩道上に

突き出す場合は２．５ｍ以上）であること。 

(２) 路端からの出幅は、０．６ｍ以下（歩道上に突き出す場合で、市長が

特にやむを得ないと認めるときは、１ｍ以下）であること。 

(３) 第１種許可地域、第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩

度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の

１以下であること。ただし、第２種許可地域又は第４種許可地域において、

当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき１０㎡未満で、かつ、合計２０㎡未満で

あること。 

イ 高さは、１０ｍ未満であること。 
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２ 建築物等を利用する広告物等（続き） 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

標 

識 

等 

を 

利 

用 

す 

る 

も 

の 

消火栓 

標識柱 

に添加 

するも 

の００ 

(１) 幅は、０．８ｍ以下であること。 

(２) 消火栓標識柱１本につき１個のみとすること。 

(３) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩車道の区別のない道路

の場合は４．５ｍ以上、歩道上の場合は２．５ｍ以上であること。 

(４) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(５) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩

を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。

ただし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満であ

ること。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(６) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地

域においては、信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。た

だし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物

である場合は、この限りでない。 

停留所 

標識に 

表示す 

るもの 

(１) 停留所標識１基につき２個以内とすること。 

(２) 進行車両から見えない面に表示すること。 

(３) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(４) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地

域においては、信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。た

だし、商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物

である場合は、この限りでない。 

 

３ アーチ広告 

種 別 許  可  の  基  準 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１０㎡以下であること。 

(２) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、４．５ｍ以上であること。 

(３) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(４) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を使用する部分

の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。 

(５) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域においては、

信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は

設置するものである場合、地上から当該広告物等の下端までの高さが１５ｍ以上である場

合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 
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４ 電柱（街灯柱を含む。）広告 

種 別 許  可  の  基  準 

電柱及 

び街灯 

柱に直 

接塗装 

し、又 

は巻き 

付ける 

もの０ 

(１) 長さは、１．８ｍ以下であること。 

(２) 電柱又は街灯柱１本につき１巻きのみとすること。 

(３) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、１ｍ以上であること。 

(４) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(５) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を使用する部

分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。ただし、高さが４ｍ未満

の場合は、この限りでない。 

(６) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域においては、

信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又

は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 

電柱及 

び街灯 

柱に添 

加する 

もの０ 

(１) 長さは、１．２ｍ以下であること。 

(２) 出幅は、０．６ｍ以下であること。 

(３) 電柱又は街灯柱１本につき１個のみとすること。 

(４) 路面から当該広告物等の下端までの高さは、３．５ｍ以上であること。 

(５) 歩車道の区別のない道路では、路線と平行又は道路と反対側へ突き出すものである

こと。 

(６) 歩車道の区別のある道路では、歩道の範囲内において突き出すものであること。 

(７) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(８) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を使用する部

分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。ただし、高さが４ｍ未満

の場合は、この限りでない。 

(９) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域においては、

信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又

は設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 

 

５ 立看板その他これに類するもの 

種 別 許  可  の  基  準 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、２㎡以下であること。 

(２) 脚部の高さは、０．５ｍ以下であること。 

(３) 道路及び鉄道の路端から１０ｍ以上離れていること。 

(４) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(５) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を使用する部分

の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。ただし、高さが４ｍ未満の場

合は、この限りでない。 

(６) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域においては、

信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は

設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 
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６ 広告幕 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

横 断 幕 一 般 

広告物 

(１) 長さは、１５ｍ以下であること。 

(２) 幅は、１．３ｍ以下であること。 

(３) 地上から幕の下端までの高さは、車道上の場合は４．５ｍ以上、歩道及

びその他の場所の場合は３．５ｍ以上であること。 

(４) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(５) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を

使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。た

だし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満である

こと。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(６) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域

においては、信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、

商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場

合は、この限りでない。 

懸 垂 幕 一 般 

広告物 

(１) 長さは、１５ｍ以下であること。 

(２) 幅は、１．３ｍ以下であること。 

(３) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(４) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を

使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。た

だし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満である

こと。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(５) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域

においては、信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、

商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場

合は、この限りでない。 
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６ 広告幕（続き） 

区  分 種 別 許  可  の  基  準 

のぼり・ 

旗その他 

これらに 

類するも 

の（広告 

旗に該当 

するもの 

を除く。） 

一 般 

広告物 

(１) 縦４ｍ以下、横１．５ｍ以下であること。 

(２) 地上から当該広告物等の下端までの高さは、１．８ｍ以上であること。 

(３) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(４) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を

使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。た

だし、当該広告物等が次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡未満で、かつ、合計１０㎡未満である

こと。 

イ 高さは、４ｍ未満であること。 

(５) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域

においては、信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、

商業地域に表示し、又は設置するものである場合又は案内用広告物である場

合は、この限りでない。 

 

７ はり紙 

種 別 許  可  の  基  準 

一 般 

広告物 

 

 

 

 

 

 

(１) 広告表示面積は、１枚につき１㎡以下であること。 

(２) １面につき２枚以内とすること。 

(３) 全面にのり付けしないこと。 

(４) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(５) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を使用する部分

の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。ただし、当該広告物等の上端

までの高さが、４ｍ未満である場合は、この限りでない。 

(６) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域においては、

信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は

設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 

 

８ はり札その他これに類するもの 

種 別 許  可  の  基  準 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、１枚につき０．３㎡以下であること。 

(２) １面につき２枚以内とすること。 

(３) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(４) 第２種許可地域又は第４種許可地域においては、彩度８を超える色彩を使用する部分

の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であること。ただし、当該広告物等の上端

までの高さが、４ｍ未満である場合は、この限りでない。 

(５) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域においては、

信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は

設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 
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９ 広告旗 

種 別 許  可  の  基  準 

一 般 

広告物 

(１) 広告表示面積は、２㎡以下であること。 

(２) 地上から当該広告物等の上端までの高さは、３ｍ以下であること。 

(３) 第１種許可地域においては、案内用広告物であること。 

(４) 第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域又は第５種許可地域においては、

信号機を有する交差点から３０ｍ以上離れていること。ただし、商業地域に表示し、又は

設置するものである場合又は案内用広告物である場合は、この限りでない。 

備 考 

１ 第１種許可地域、第２種許可地域、第３種許可地域、第４種許可地域及び第５種許可地域につい

ては、市長が別に定めて告示する。 

２ 電光可変表示装置を使用する広告物である場合におけるこの表の適用については、当該広告物の

うち電光可変表示装置に係る部分の面積に３を乗じて得た面積に当該広告物のうち電光可変表示

装置以外の部分の面積を加えて得た面積をもって、当該広告物の広告表示面積とする。 

３ この表に定める許可の基準に適合する広告物等であっても、次の各号のいずれかに該当するもの

は、許可しない。 

(１) 蛍光塗料を使用したもの 

(２) 高松市景観計画に定める栗林公園周辺景観形成重点地区の区域において、栗林公園内の眺望

地点から望見されるもの 

(３) 高速自動車国道の路端から１００ｍ以内の区域における広告物等のうち、次のいずれかに該

当するもの（当該広告物の上端が、当該広告物等に最も近い高速自動車国道より低い位置にある

ものを除く。） 

ア ネオンその他の広告物等の照明が点滅するもの 

イ 回転灯を使用しているもの 

(４) 高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための施設から３０ｍの区域におけ

る一般広告物（広告板、屋上広告、壁面広告、突出し広告、懸垂幕及びのぼり・旗その他これら

に類するものに限る。） 

(５) 高速自動車国道の路端から１００ｍ以内の区域における一般広告物（広告板、屋上広告、壁

面広告、突出し広告、懸垂幕及びのぼり・旗その他これらに類するものに限る。）のうち、当該

一般広告物の上端が、地上から１２ｍを超えるもの 

(６) 高速自動車国道の路端から１００ｍ以内の区域における屋上広告のうち、広告表示面積が 

２００㎡（一般広告物の場合は１００㎡）を超えるもの 

(７) 高速自動車国道（高架の道路の区間を除く。以下この号において同じ。）の路端から５００

ｍ以内の区域における一般広告物のうち、当該一般広告物の上端が、当該一般広告物に最も近い

高速自動車国道より高い位置にあるもの 

４ 用語の解釈は、次のとおりとする。 

(１) 一般広告物とは、自家用広告物以外の広告物等をいう。 

(２) 自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内

容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物等をいう。 

(３) 案内用広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容、
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自己の住所若しくは事業所、営業所若しくは作業場（以下「事業所等」という。）までの距離又

は自己の連絡先のみを表示する一般広告物であって、次に掲げる基準を満たすものをいう。 

ア 広告表示面積は、１面につき５㎡以下で、かつ、合計１０㎡以下であること。 

イ 表示し、又は設置する場所から当該事業所等までの距離は、１、０００ｍ以内であること。 

ウ 一の事業所等について、４件を超えて表示し、又は設置するものでないこと。 

エ 彩度８を超える色彩を使用する部分の面積は、１面の広告表示面積の２分の１以下であるこ

と。 

(４) 広告物等の種類ごとの解釈は、次のとおりとする。 

種  別 解     釈 

広 告 板 木製、金属製等のもので、土地に建てられ、又は建築物若しくは工作物に取り付

けられるものをいう。 

屋 上 広 告 建築物又は工作物の屋上に表示するものをいう。 

壁 面 広 告 建築物又は工作物の外壁面に表示するもの（外壁面から突き出すものを除く。）を

いう。 

突出し広告 建築物又は工作物の外壁面から突き出して表示するものをいう。 

アーチ広告 木製、金属製等のもので、道路を横断して設置されるものをいう。 

電 柱 広 告 電柱又は街灯柱を利用するもので、塗装により表示するもの、金属製等のものを

巻き付けて表示するもの又は物件を添加して表示するものをいう。 

立 看 板 布、木、金属等の材料を使用して作られ、移動性のあるもので、建築物又は工作

物に立て掛けられ、又は単独で立てられるものをいう。 

は り 紙 紙を使用して作られたもので、建築物その他の物件にはり付けるものをいう。 

は り 札 布、木、金属等の材料を使用して作られ、建築物その他の物件に表示するもので、

その面積が０．３㎡以下のものをいう。 

広 告 旗 広告を表示した布、ビニールその他これらに類するもの（以下この欄において「布

等」という。）の一方の辺にさお又は棒を取り付け、当該布等の上部の辺をさお又

は棒で支えた旗状の広告物で、その布等の面積が２㎡以下のものをいう。 

 

 


